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　伊万里信用金庫（理事長中山武重）は、平成15年3月28日に金融庁より公表された「リレーショ

ンシップバンキングの機能強化の推進に関するアクションプログラム」に基づく、「集中改善期間」

における ( Ⅰ）中小企業金融の再生に向けた取組み、（Ⅱ）健全性、収益性向上等に向けた取組み、

更には平成 17 年 3 月 28 日公表された「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクション

プログラム」に基づき、選択と集中による（Ⅰ）事業再生・中小企業金融の円滑化、（Ⅱ）経営

力の強化、（Ⅲ）地域の利用者の利便性向上について取組んでまいりました。

　その結果、組織面、人材育成面及び創業・新事業支援、事業再生支援について、一定の実績は

上がったと評価しております。

今後も当金庫は「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム」を継承し中

小企業の再生、地域経済の活性化について「第三次地域密着型金融推進計画」を策定し、付加価

値の高いサービス提供を通じて非価格競争力を強め企業再生と収益力強化、並びに利便性の向上

に結び付けて行く所存でございます。

「第三次地域密着型金融の機能強化の推進に関する

アクションプログラム」に基づく地域密着型金融推進計画
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第三次地域密着型金融の機能強化の推進に関する
アクションプログラム

１．当金庫の経営理念

　地元に本店を有する随一の金融機関として、中小企業の健全な発展、地域住民の豊かな

生活、および地域社会繁栄の実現のため、社会的使命を自覚し、信頼の確立を図り、地元

と共に発展することを伊万里信用金庫の経営理念とする。

２．経営方針

　経営理念に基づき、その目的を達成するために、次のことを柱として経営にあたり新３ヵ

年計画の方針として位置づける。

１． 会員・顧客の成長、発展と保護に万全を期し、満足度の高いサービスの提供と利便性

の向上に努める。

２． 新ＢＩＳ規制を踏まえたリスク管理の高度化を図り、健全性の確保と収益性・効率性

の向上に努める。
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３． 信用金庫の特性である地縁・人縁・社会縁を活かし、なお一層の会員・顧客の取引拡

大を図るため、コスト競争力を高め、「選択と集中」により安定的経営基盤強化を図り、

「地域社会の知的土壌」となって、持続的な信用・信頼性の向上に努める。

４． 地域社会活性化のため、協同組織の特性を活かした金融を大きな柱として、地域社会

づくりに貢献し、社会的評価の向上を図る。

５． 会員・顧客・地域社会からの信頼に応えられる人間性豊かな「信金マン」であるべき

ことを人材育成の要と認識し、コンプライアンス重視の組織風土、企業文化の創造性

を高めることに努める。

６．経営効率化推進のため、内部統制を整備・拡充し、ガバナンスの向上をめざす。

３．経営環境

　当金庫の主要な営業地域（伊万里市、有田町（18 年 3 月有田町と西有田町合併））は、

佐賀県の西北部に位置し伊万里市が市制を敷くまで西松浦郡と称し行政、経済、教育、人

的交流など永く深く関わりがあった地域である。

　主要な産業は農業ではあるが、400 年の伝統をもつ伊万里・有田焼は、日本で最初に焼

かれた磁器として有名で品質やその美しさは世界に通用するものとして、一大産地を形成
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し永く地域経済の牽引役をはたしてきた。

　しかし、平成３年頃よりバブルの崩壊とともに需要が落ち込み、業績が低下してきている。

それに変わるものとして、造船、IC、自動車部品の製造などの企業が新たに進出し、その

生産力は当地区経済のリーダー的役割をはたすようになり、伝統産業と先端技術を持つ企

業との融和のある生産体制となり地域経済を支えている。又、伊万里湾を活かした海上貿

易でその拠点としてコンテナ基地が設置され、韓国、中国との取引を開始。その取引額は、

年々増加しコンテナ貨物取扱量は博多、北九州に次いで九州三位に成長し、今後の発展が

期待されている。

　一方、地域経済の状況をみてみると少子高齢化による人口の減少、特に将来の日本、地

域を荷う若年層の減少が大きく、地域並びに地域経済の活性化の疎外要因となっている。

　他の地域同様に、当地区も中心市街地商店街は、車社会の影響を受け商業地区としての

機能が果たせなくなっている。又、長引く不況の影響で 400 年もの伝統をもつ窯業界も往

年の力がなく、また農業、流通、建設と軒並みに業績の低迷を余儀なくされている。

　さらに、金融界における当地区の金融機関の状況は、平成９年２月長崎銀行伊万里支店、

平成 12 年２月西日本銀行有田支店の撤退、平成 15 年４月１日親和銀行と九州銀行の合併、

更に平成 19 年 10 月には福岡銀行との経営統合が行なわれるなど金融機関を取り巻く環
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境も激しい動きとなっている。

　このような状況の中、当金庫の平成 19 年３月末現在の預金量は、532 億円、シェアー

25.91％、貸出金 363 億円、シェアー 29.66％、預貸率 68.23％となっております。

伊万里有田地区金融状況

　預金量　2,056 億円　　貸出金　1,225 億円　　預貸率　59.58％

４．当金庫の強み

　狭域、高密度を基本とした営業体制は、伊万里市を中心に店舗の配置と渉外体制、地元

採用による職員は、職住一致し常に地域との関わりによる地域住民（顧客）とのより良き

人間関係、信頼関係が常に確立され、それによって、より早く情報がキャッチされ素早く

対応することにより地域金融機関としての特性が発揮できる。

　又、当地区は中小零細企業がほとんどで、自ら資金調達が容易に出来る企業は少なく、

どうしても金融機関に頼らざるを得ない状況にあり、中小企業専門の金融機関としての専

門性を十分発揮することが出来る。
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５．経営ビジョン

　長引く不況は、地域経済界に与える影響が大きく、地銀の支店廃止や統合が行われ、地

元経済界の今後の取引関係に不安を感じている。

　このような環境の中でも我々、信用金庫はその原点である相互扶助・非営利の精神を生

かした協同組織の中小企業専門の金融機関として、使命を果たすべく地域経済の発展や中

小企業の育成、地域住民の福祉の向上を図るべく金融を通じて地域への貢献に努めたい。

　そのためには、それに応じることのできる経営基盤の強化が必要で、その実現には収益

の確保が必要不可欠であり、達成するために新 3 ヶ年計画（別添）を作成した。計画の伸

張等について具体的な指標はないが、信金中金の研究所が発表した予想値を参考に今後の

事業推進をふまえて計画を作成した。しかしながら、先行き不透明感が強く予期せぬ事態

の発生等も考慮し、その都度見直し訂正を図っていく事とし、金利や手数料の見直し、新

しい収入をはかるための商品の販売を行ない、利益を確保し体質強化を図ることに力を注

ぎ、金融機関として地域のニーズに応えることのできる体制となることを目指すものとす

る。
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６．業績目標

　地域社会・地域経済の発展に貢献するとともに、会員、利用者並びに地域社会に信頼さ

れる強固な経営体質を構築するため、達成すべく業績水準として以下の基本業績目標を設

定する。

　　　　「基本業績目標」

　　　　　※ 1 業務純益÷（総資産－債務保証見返り）× 100
　　　　　※ 2 経費÷（業務純益－債権 5 勘定尻＋経費）× 100
　　　　　※ この基本業績目標は、将来の実績を保証するものではなく、経営を取り巻く環境の変化などによるリスクや、

不確実性を内包しておりますことにご注意下さい。

　　　

業務純益

経常利益

ROA　※１

OHR　※２

自己資本比率
再生支援

ランクアップ目標

平成19年度目標

350百万円

276百万円

0.28％程度

72.52％程度

12.36％程度

二年間で４先

平成20年度目標

351百万円

288百万円

0.29％程度

72.46％程度

12.50％程度

平成21年度目標

352百万円

298百万円

0.29％程度

72.38％程度

12.70％程度

2先程度
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　当金庫は、平成 17 年 3 月 28 日公表された「地域密着型金融の機能強化の推進に関す

るアクションプログラム」を継承し、地域密着型金融の本質である「長期的な取引関係に

より得られた情報を基に、質の高い体面交渉等を通じて、早い時点で経営改善に取り組む

とともに、中小企業金融における貸出機能を強化することにより、金融機関自身の収益向

上を図ること」を活動の基本とし、地域金融機関として地域経済の発展と中小企業の健全

育成、地域住民の福祉の向上等、地域貢献に努め、「地元になくてはならない金融機関」と

して、地域経済の活性化について以下の通り取組み付加価値の高いサービス提供を通じて

非価格競争力を強め企業再生と収益力強化、並びに利便性の向上を図って行きたいと思い

ます。

【主課題】
○地元企業とのフェースツー・フェースによる間柄重視の地域密着型金融の維持向上。

○経営の健全透明化並びにガバナンスの強化。

○融資審査体制の強化並びにリスク管理体制の充実。

第三次「地域密着型金融推進計画」の取組方針
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○取引先企業に対する経営相談・支援機能強化。

○地域の利用者の利便性向上。

○職員に対する周知徹底。

１．地域密着型金融推進のための態勢整備

　(1) 身の丈にあった収益管理や IT の活用等を含めた態勢整備「選択と集中」の徹底

・ 信用リスクの計量化、審査業務の均一化のため信用格付け導入の検討を行う。

   また、ＳＤＢ開発のスコアリングモデルによる信用リスクの計量化について検討を行い

ます。

・ 「インターネットバンキング」、「ホームバンキング」の更なる利用促進を行い顧客の利便

性の向上を図ってまいります。

・ホームページ活用による情報提供。（タイムリーな情報更新）

・生体認証ＩＣキャッシュカード検討、導入を行います。

・安全性と事務効率化を図る目的での入出金伝票のイメージ処理への検討を行う。

　(2) 地域密着型金融の推進に関する基本的な方針を中期計画等に明示

・推進計画及び進捗状況を情報誌、ホームページ上で明示いたします。
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　(3) 地域密着型金融に関する取組に付いて適切な情報開示

・ 情報誌 ( 地域密着型金融推進計画の進捗状況 ) 年１回発行、及びホームページによる取り

組み状況を開示いたします。

　(4) 利用者ニーズに対する十分な金融手法や各種事業の知識を持った人材の育成・活用

・ 地域密着型金融の推進を図る上から、企業の将来性や技術力を的確に評価できる能力「目

利き力」、「経営支援」能力等の向上を図り事業再生、中小企業金融の円滑化に向け積極

的に取組みます。

協会主催、

　融資審査講座　　　　　　　融資審査能力上級講座

　融資渉外講座　　　　　　　地域支援推進セミナー

　債権管理回収講座　　　　　取引先経営改善支援講座

　事業所貸出推進講座　　　　債権管理回収講座

　目利き力養成講座　　　　　中堅職員講座　

以上、階層別融資審査能力開発講座へ派遣しスキルの向上を図ります。

　(5) 地公体、商工会議所、商工会、再生支援協議会、事業再生の外部専門家等の連携

・ 中小企業活性化支援策として「企業経営支援グループ」による継続的経営支援の実施。尚、

健全債権化等の強化に関する実績をホームページ上で公表する。
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・中小企業再生支援協議会の積極的活用。

・情報誌提供、コンサルタント業務の充実による経営支援。

　(6) 利用者からの評価を業務に適切に反映するための態勢整備

・ 地域貢献に関する情報開示策としてディスクロージャー誌、ホームページ上での情報開

示を行います。

・ 利用者保護の観点から説明態勢の整備、苦情・相談体制の更なる態勢整備及び個人情報

の適切な保護管理を徹底致します。

・利用者満足度アンケート調査の年１回実施、その結果を金庫経営の参考に致します。

・ 地域活性化推進策として市町村との連携強化による「まちづくり」推進事業への積極的

関与を行います。

２．地域密着型金融推進の具体的な取組み

　(1) ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化

○「企業経営支援グループ」による継続的経営支援の実施

○事業再生に向けた積極的支援

○産学官連携の一環として新連携による新たな事業創造領域への積極的関与

○ 管内の創業者に対する創業支援、創業後の計画見直し、中小企業新事業活動促進法によ
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る経営革新計画認定書申請支援

○取引先企業間のビジネスマッチング支援の実施

　(2) 事業価値を見極める融資をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

○創業支援ローンの推進

○地域活性化に向けた融資商品開発

○産学官連携つなぎ融資の提供

○企業実態把握を目的としたローンレビュー実施による効果的な資金供給

○政府系金融機関との連携による事業再生に向けた金融支援

○シンジケートローンの取組み

　(3) 地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

○「公民連携」へのコーディネーターとしての参加

○国、地公体との連携による中小企業施策の活用

○多重債務者問題への対応

３．地域密着型金融の取組状況の公表等

（１）地域密着型金融に係わる具体的取組の重点事項及び具体的目標を中期計画等に明示。

（２）トップヒアリングにおいて経営陣が取組姿勢を説明
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（３）年１回、取組み状況を財務局等に報告するとともに、取組み実績を公表。

４．信用金庫（協同組織金融機関）に特に求められる事項

　（1）目利き能力の向上、人材育成

　１-（４）にて取組む

○ 地域密着型金融の推進を図る上から、企業の将来性や技術力を的確に評価できる能力（目

利き力）、経営支援能力等の向上を図り事業再生、中小企業金融の円滑化に向け積極的に

取組む。

　（2）身近な情報提供・経営指導・相談

　２－（１）にて取組む

○「企業経営支援グループ」による継続的経営支援の実施。

　（3）商工会議所、商工会、再生支援協議会等との連携

　１－（５）（６）にて取組む

○中小企業活性化支援策として「企業経営支援グループ」による継続的経営支援の実施。

○中小企業再生支援協議会の積極的活用。

　（4）顧客ニーズを踏まえた融資商品・目的別ローン等の提供

　２－（２）にて取組む
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○創業支援ローンの推進。

○地域活性化に向けた融資商品開発。

○産官学連携つなぎ融資資金の提供。

○政府系金融機関との連携による事業再生に向けた金融支援。

○企業実態把握を目的としたローンレビュー実施による効果的な資金供給。

○シンジケートローンの取組み

　（5）予防策を中心とした多重債務者問題解決への一定の役割発揮

○ 多重債務者予防対策としては、しんきん保証基金、オリエント、ライフ、セゾン、ニコス、

等の個信情報により対応する。

○ 消費者金融またはクレジット等からの借入金を有する個人に対し低利な一本化による、

しんきんおまとめローン「まとめ太郎」による生活の安定並びに向上に寄与する。

　（6）個人・小規模事業ニーズに対するきめ細やかな対応

　１－（６）にて取組む

○ 地域貢献に関する情報開示策としてディスクロージャー誌、ホームページ上での情報開

示。

○ 利用者保護の観点から説明態勢の整備、苦情・相談体制の更なる態勢整備及び個人情報

の適切な保護管理。
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○利用者満足度アンケート調査の年１回実施。

　（7）コミュニティー・ビジネスやＮＰＯへの支援・融資、地域社会への貢献・還元

○第二回地域活性化特別融資による地域支援

○しんきん経営塾開講による経営全般のスキルアップ。

○後継者育成と会員総互のネットワーク構築を目的とした「しんきん経営塾二世会」の開講。

○経営支援グループによる中小企業活性化支援

○情報誌提供、コンサルタント業務の充実による経営支援

　（8）総代会の機能向上等に向けた取組み

　・�総代会に関する適切なディスクロージャー　

　・会員になろうとする者に対する適切な説明の実施

　・総代以外の会員からの意見の反映

○ディスクロージャー誌発行　　　　○総代会開催

○半期ディスクロージャー誌発行　　○異業種交流会開催

○地区総代懇談会開催　　　　　　　○各店信金会開催

○アンケートの実施

　（9）半期開示の充実に向けた取組み

○ 開示内容として、①金融再生法ベースの債務者区分によるリスク債権の開示、②単体自
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己資本比率、③預金・貸出金の状況、④有価証券の時価情報、⑤社会貢献活動及びトピッ

クス、⑥伊万里信用金庫と地域社会等、⑦今期決算に関する事項、⑧文化的・社会的貢

献に関する事項等を開示し、当金庫経営の正確性、透明性をアピールし地域の信頼性を

高める。

　（10）信用リスク管理態勢の充実

○ 信用リスクに付いては信用供与先の財務状況の悪化等により資産の価値が減少或いは消

滅し当金庫が損失を被るリスク、（金利リスク、業種別集中リスク、債務者別集中リスク）

等について原則毎月一回、信用リスクが発生した毎に検討会を開催しリスクの所在を明

確にする。

○ 自己査定の正確性に付いては自己査定が金庫の資産内容の正確性を計り適切な償却・引

当を行なうための重要な準備作業であることを十分理解認識させるため金融検査マニュ

アル（中小企業融資編）を基に研修会を行なう。また、担保評価の厳正化として要注意

先 50 百万以上並びに破綻懸念以下先について見直しを行なう。

○債務者の実態把握としてローンレビューの徹底を図り正確な自己査定を行なう。

　（11）市場リスク管理態勢の充実

○ 市場リスクの主な有価証券の運用においては、理事会で決定された市場リスクのリスク・

リミットを意識し運用を行っている。基本的には、融資で信用リスクを取っている為、
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信用リスク以外のリスクテイクで自己資本等経営体力と比べ取り得る許容範囲であるか

の十分な検討と収益に見合う運用を心掛ける。

　（12）法令遵守の徹底

○ 業務別研修、営業店、本部各部別研修、集合研修及びコンプライアンス担当者にコンプ

ライアンス・オフィサー２級受験の必須。

○ コンプライアンス担当者情報連絡会の開催（４半期毎）及びコンプライアンス検討委員

会の開催（２ヶ月毎）によりお客様からの苦情、相談等について発生原因、再発防止、

改善策等を取り纏め理事会へ報告する。

○お客様アンケートの実施。

○適切な個人情報の管理。

以上の取組みを恒久的に取組んでまいります。
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項　　目

１. 地域密着型金融推進  
   のための態勢整備

（１）�身の丈にあった収益管理やＩ
Ｔの活用等を含めた態勢整備
「選択と集中」の徹底

（２）�地域密着型金融の推進に関す
る基本的な方針と中期計画等
に明示

具体的な取組み

・�信用格付け導入に付いて、
QSS に財務登録している法
人に対し自己査定との整合性
検討。

・�ディスクロージャー誌､ 及
びホームページにより「イ
ンターネットバンキング」、
「ホームバンキング」の取扱
に関する掲示を行い更なる利
用促進を図る。

・�ホームページ上で当金庫経営
の性格性と地域との関わり合
いについて開示を行ない地域
の信頼性を高める。

・�キャッシュカードの安全性を
向上させる生体認証付カード
発行の検討。

・�入出金伝票のイメージ処理化
への検討。

・�推進計画及び進捗状況と情報
誌ホームページ上で明示する

スケジュール
19年度

・�信用格付導入への検討。・生
体認証 IC キャッシュカード
発行に向けた準備委員会設
立。

・�パソコンの安全管理措置への
徹底を図る。

・進捗状況の検討協議
・�推進計画及び進捗状況を情報
誌ホームページ上で明示する

20年度以降

・�信用格付システムと自己査定
との整合性の検討。

・�入出金伝表類のイメージ処理
導入への検討。

・�生体認証 IC キャッシュカー
ド発行予定。

・19年度に同じ�

備考(計画の詳細)

・19年 11月仮決算半期開示
・�20 年 5 月 デ ィ ス ク ロ ー
ジャー誌発行

・�20 年 5 月 デ ィ ス ク ロ ー
ジャー誌発行

第三次地域密着型金融の機能強化の推進に関する
アクションプログラムに基づく地域密着型金融推進計画書
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（３）�地域密着型金融に関する取組
に付いて適切な情報開示

（４）�利用者ニーズに対応できる十
分な金融手法や各種事業の知
識を持った人材育成・活用

（５）�地公体、商工会議所、商工会、
再生支援協議会、事業再生の
外部専門家等との連携

（６）�利用者からの評価を業務に適
切に反映させるための態勢整
備

・�情報誌発行・ホームページに
よる適切な情報開示。

企業診断能力の養成
・�通信教育による基礎知識の習
得

・�協会主催の階層別「融資審査
能力講座」研修参加により能
力向上を図る

・�研修参加者による集合研修の
実施

・�融資担当者会議で案件事例の
勉強会実施

・�企業経営支援グループによる
経営指導実施

・�中小企業再生支援協議会の活
用

・�中小企業診断協会との業務提
携

・企業経営支援の取組実績公表
・「しんきん経営塾」の開催
・�「しんきん経営塾二世会」の
創設

・地域貢献に関する情報開示
・�地域活性化推進における各種
施策と連携強化

・利用者アンケート調査の実施

・�19 年度同様の情報開示。ほ
か、他の有効な情報開示策を
検討する。

・�通信教育の実施
・協会主催階層別研修参加
・�研修参加者による集合研修の
実施

・�融資担当者会議で案件事例の
勉強会実施

・支援先の抽出
・支援方法の検討
・�中小企業診断協会との業務提
携

・企業経営支援の取組実績公表
・｢しんきん経営塾｣ の開催
・�｢しんきん経営塾二世会｣ の
創設

・�ディスクロージャー誌発行及
びホームページ上での情報開
示

・利用者満足度アンケート実施

・20年度に同じ

・19年度に同じ

・19年度に同じ

・�｢しんきん経営塾二世会｣ の
開催

・19年度に同じ

・�20 年 5月地域密着型金融推
進計画書の進捗状況の開示

融資審査講座
融資渉外講座
債権管理講座
事業所貸出推進講座
目利き力養成講座
融資審査能力講座
地域支援推進セミナー取引先
経営改善講座
債権管理回収講座

・�支援先 30先抽出
・�目標、20年度までに 4先ラ
ンクアップを図る。

・�｢しんきん経営塾｣ 年間 3回
開催

・�｢しんきん経営塾二世会｣ 年
間 9 回開催・取組実績公表
毎年5月に開示する

・�毎年 5 月、ディスクロー
ジャー誌発行及びホームペー
ジ上での情報開示・毎年 11
月、利用者満足度アンケート
実施
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項　　目

２. 地域密着型金融の
具体的取組

具体的な取組み
スケジュール

19年度 20年度以降
備考(計画の詳細)

（１）�ライフサイクルに応じた取引
先企業の支援の一層の強化

（２）�事業価値を見極める融資をは
じめ中小企業に適した資金手
法の徹底

・�企業経営支援グループによる
経営指導実施

・�中小企業再生支援協議会の活
用

・�中小企業診断協会との業務提
携

・企業経営支援の取組実績公表
・「しんきん経営塾」の開催
・�「しんきん経営塾二世会」の
創設

・�事業再生に向けた金融支援の
取組

・�ビジネス・マッチング情報誌
提供

・�再チャレンジ信用保証制度の
活用

・�商工会議所との連携による創
業塾受講生への創業支援ロー
ン推進。

・�地域活性化支援の一環として
「いしん地域活性化資金」創
設。

・�地域再生支援として産官学連
携つなぎ融資の積極的推進。

・�事業再生可能な企業への金融
支援。

・�アレンジャーをみずほ銀行と
して協調融資団を組成する。

・�産官学連携つなぎ融資資金の
提供。

・支援先の抽出
・支援方法の検討
・�中小企業診断協会との業務提
携

・企業経営支援の取組実績公表
・｢しんきん経営塾｣ の開催
・�｢しんきん経営塾二世会｣ の
創設

・創業支援ローンの推進。
・�地域活性化に向けた融資商品
開発。

・�政府系金融機関との連携によ
る事業再生に向けた金融支
援。

・�企業実態把握を目的とした
ローンレビュー実施による効
果的な資金供給。

・シンジケートローンの取組み

・19年度に同じ

・�｢しんきん経営塾二世会｣ の
開催

・19年度に同じ�

・支援先30先抽出
・�目標、20年度までに 4先ラ
ンクアップを図る。

・�｢しんきん経営塾｣ 年間 3回
開催

・�｢しんきん経営塾二世会｣ 年
間 9回開催

・�取組実績公表毎年 5月に開
示する

・�｢しんきん経営情報誌｣ ｢しん
きんふれ愛ネット｣ 情報提供

・創業支援ローン年間目標2件
・�「いしん地域活性化資金」年
間目標10億円

・シ、ローンの取組
・�ローンレビューにより効果的
な資金供給
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（３）�地域の情報集積を活用した持
続可能な地域経済への貢献

・��2—(1) にて取組む　　　　
公共事業に伴う民間資金と民
間経営ノウハウ活用の PFI 事
業への積極的参加

・�産業クラスター支援、「しん
きん産業クラスターサポート
ローン」の活用

・�消費者金融またはクレジット
等からの借入金を有する個人
に対し低利な一本化による、
しんきんおまとめローン「ま
とめ太郎」による生活の安定
並びに向上に寄与する。

２—(1) にて取組む
・PFI 事業には積極的に取組む
・�産学官連携新事業に積極的参
加

・個人ローンの窓口拡充

・19年度に同じ ２—(1) に同じ

３. 地域密着型金融の
取組状況の公表

（１）�地域密着型金融に係わる具体
的取組の重点事項及び具体的
目標を中期計画等に明示。

（２）�トップヒアリングにおいて経
営陣が取組姿勢を説明

（３）�年１回、取組み状況を財務局
等に報告するとともに、取組
み実績を公表。

・�平成 19年 9月末までに、地
域経済の発展と中小企業の健
全育成、合わせて収益の向上
を図るべく、第三次「地域密
着型金融推進計画書」を策定
する。

・�その推進計画並びに取組状況
についてトップヒアリング、
総合ヒアリングにおいて報告
を行う。また、取組実績につ
いて開示を行い地域の理解を
得る。

・�19 年 9月「地域密着型金融
推進計画書」の策定。

・�取組状況の報告、総合的ヒア
リング (6月及び12月 )トッ
プヒアリング (8 月〜 9月及
び 2月〜 3月 )

・�19 年 5 月冊子及びホーム
ページ上で取組実績の開示を
行う。�

・19年度に同じ

・19年度に同じ

・�第三次「地域密着型金融推進
計画書」を策定する。

・�毎年 5 月、ディスクロー
ジャー誌発行及びホームペー
ジ上での情報開示
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項　　目

４.信用金庫(協同組織金融機関)に
求められる事項

具体的な取組み
スケジュール

19年度 20年度以降
備考(計画の詳細)

（１）�目利き能力の向上､ 人材の育成

（２）�身近な情報提供・経営指導・
相談

（３）�商工会議所、商工会、再生支
援協議会等との連携

（４）�顧客ニーズを踏まえた融資商
品・目的別ローン等の提供

（５）�予防先を中心とした多重債務
者問題解決への一定の役割発
揮

（６）�個人・小規模事業者ニーズに
対するきめ細やかな対応

・１ー（４）にて取組む

・２ー（１）にて取組む

・１ー（５）（６）にて取組む

・２ー（２）にて取組む

・�多重債務者予防対策として提
携の個人情報により対応。

・�「しんきんおまとめローンま
とめ太郎」による低利一本化
により生活の安定並びに向上
に寄与する。

・１ー（６）にて取組む

・１ー（４）にて取組む

・２ー（１）にて取組む

・１ー（５）（６）にて取組む

・２ー（２）にて取組む

　　　

・個人ローンの拡充�

・１ー（６）にて取組む

・19年度に同じ

・19年度に同じ

・19年度に同じ

・19年度に同じ

・19年度に同じ

・19年度に同じ

１ー（４）に同じ

２ー（１）に同じ

１ー（５）（６）に同じ

２ー（２）に同じ

「しんきん保証」「オリエント」
「ライフ」「セゾン」「ニコス」
の個信情報により対応する

１ー（６）に同じ
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（７）�コミニュティー・ビジネスや
ＮＰＯへの支援・融資、地域
社会への貢献・�還元

（８）�総代会の機能向上等に向けた
取組み

　　・�総代会に関する適切なディ
スクロージャー

　　・�会員になろうとする者に対
する適切な説明の実施

　　・�総代以外の会員からの意見
の反映

（９）半期開示の充実に向けた取組み

・�第二回地域活性化特別融資に
よる地域支援

・�「しんきん経営塾」開講によ
る企業経営のスキルアップを
図る

・�後継者育成と会員総合のネッ
トワーク構築を目的とした
「しんきん経営塾二世会」の
開講

・�企業経営支援グループによる
中小企業活性化支援

・�情報提供等、コンサルタント
業務の充実による経営支援

・�総代会に関する適切なディス
クロージャー開示による会員
になろうとする地域住民に対
する情報公開を行う。

・�総代以外の会員からの意見の
反映として、異業種交流会、
外、各店で行っている信金会
等において意見交換を行い金
庫経営に生かす。

・�開示内容として、①金融再生
法ベースの債務者区分による
リスク債権の開示、②単体自
己資本比率、③預金・貸出金
の状況、④有価証券の時価情
報、⑤社会貢献活動及びト
ピックス、⑥伊万里信用金庫
と地域社会等、⑦今期決算に
関する事項、⑧文化的・社会
的貢献に関する事項等を開示
し、当金庫経営の正確性、透
明性をアピールし地域の信頼
性を高める。

・�第二回地域活性化特別融資に
よる地域支援

「しんきん経営塾二世会」開講
「しんきん経営塾」開講
・�企業経営支援グループによる
中小企業活性化支援�

・ディスクロージャー誌発行
・総代会開催
・�半期ディスクロージャー誌発
行

・異業種交流会開催
・地区総代懇談会開催
・各店信金会開催
・アンケート実施

・��19 年 11 月、19 年 9 月 分
の半期開示を行う

・19年度に同じ

・19年度に同じ

・�20年 11月、20年 9月分
の半期開示を行う

・�域活性化特別融資、目標 10
億円

・｢しんきん経営塾｣
　年間 3回開催
・｢しんきん経営塾二世会｣ 年
　間 9回開催

・�毎年 5 月、ディスクロー
ジャー誌発行

・毎年6月、総代会開催
・�毎年11月、半期ディスクロー
ジャー誌発行

・�毎年 11月､ 異業種交流会開催
・�毎年 12月、地区総代懇談会
開催

・各店信金会開催

・毎年半期開示を行う
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項　　目 具体的な取組み
スケジュール

19年度 20年度以降
備考(計画の詳細)

（10）信用リスク管理態勢の充実

（11）市場リスク管理態勢の充実

・�信用リスクに関する主管部署
を資産負債総合管理委員会と
し、原則毎月一回、外、信用
リスクが発生した毎に検討会
を開催しリスクの所在を明確
にする。

・�自己査定の正確性に付いて、
金融検査マニュアル（中小企
業融資編）を基に研修会を行
なう。また。担保評価の厳正
化として要注意先 50百万以
上並びに破綻懸念以下先につ
いて見直しを行なう。

・�債務者の実態把握としてロー
ンレビューの徹底を図り正確
な自己査定を行なう

・�市場リスクの主な有価証券の
運用においては、理事会で
決定された市場リスクのリス
ク・リミットを意識し運用を
行なう。
�基本的には、融資で信用リス
クを取っている為、信用リス
ク以外のリスクテイクで自己
資本等経営体力と比べ取り得
る許容範囲であるかの十分な
検討と収益に見合う運用を心
掛ける。

・�資産負債総合管理委員会始め
各管理委員会の能力発揮

・自己査定研修会の実施
・�担保評価の見直し（要注意先
50百万以上及び破綻懸念先
以下先）

・�リスクに見合う適正な自己資
本を維持しながら、適宜且つ
安定的な収益確保を目指して
有価証券ポートフォリオ構築
に努める。

・�市場環境やリスク管理セミ
ナー等へ積極的に参加、また、
外部先より当金庫の有価証券
ポートフォリオの評価を確認
する機会を設け、市場リスク
管理についての認識を深めて
いく。

・�基本的には 19年度方針を基
に実施する。尚、取組実績を
検証し、より良い管理態勢の
構築を図る。

・19年度に同じ

・�資産負債総合管理委員会は基
本的には毎月一回行うが、案
件によって随時行う

・�市場環境やリスク管理セミ
ナー等へ積極的な参加
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（12）法令等遵守の徹底 ・�業務別研修、営業店、本部各
部別研修、集合研修及びコン
プライアンス担当者にコンプ
ライアンス・オフィサー2級
受験の必須。

・�コンライアンス担当者情報連
絡会の開催（4半期毎）及び
コンプライアンス検討委員会
の開催（2ヶ月毎）によりお
客様からの苦情、相談等につ
いて発生原因、再発防止、改
善策等を取り纏め理事会へ報
告する。

・お客様アンケートの実施。
・適切な個人情報の管理、

・�コンプライアンス研修の実
施。（毎月 120 分・年間 20
時間）

・�個人情報管理態勢に係わる一
斉点検の実施。

・�コンプライアンス・オフィ
サー 2 級受験必須（コンプ
ライアンス担当者）

・�コンプライアンス担当者情報
連絡会議の実施。

・�「コンプライアンス検討委員
会」・「不祥事件対策委員会」
の実施。

・お客様アンケートの実施。
・役職員全員での研修会実施

・�基本的には19年度同様、実
施状況を検証し更なる体制整
備の強化を図る。
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